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公安委員会 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部改正 令和７年３月12日

決 裁 資 料 （ 令 和 ６ 年 人 事 委 員 会 勧 告 等 に よ る 給 与 改 定 ） 警務課給与係

１ 改正理由

本県警察職員の給与改定を踏まえ、単純な労務に雇用される職員（現業職員）に

ついて、国家公務員の行政職俸給表㈡の改正等に準じた措置を講ずるための所要の

改正

２ 改正規則

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則（昭和32年鹿児島県公安委員会

規則第４号）

３ 改正内容

⑴ 給料表の改定

国家公務員の行政職俸給表㈡の改定に準じた上で、各号給の額に一定の率（100

分の100.51）を乗じた給料表に改定する。

⑵ 各別表の改定

人事院規則９－８（初任給，昇格，昇給等の基準）の一部改正に準じて、現行

の

昇格時号給対応表及び降格時号給対応表

初任給基準表

在級期間表

を改定する。

４ 施行期日

令和７年４月１日


